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はじめに 

 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は，地震に続いて発生した巨大な津波に
より，東北地方及び関東地方の太平洋岸の学校を含めた地域全体に甚大な被害をもたら
しました。 
 
この津波被害により学校施設の移転等が必要となった学校の復興に当たり，地域コミ

ュニティの拠点として学校の再建を進めることで，各地に分散している住民が学校周辺
に戻ることが可能となり，地域の絆やコミュニティが復活し，ひいては被災地全体の復
興につながるとの考えの下，文部科学省から「学校からのまちづくり」が提唱されまし
た。 
さらに，「学校からのまちづくり」を推進するため，文部科学省と農林水産省，国土

交通省が連携し，被災自治体の取組を総合的に支援するための施策として「学校の復興
とまちづくり」が取りまとめられ，平成 23 年 12月６日に公表されました。 

その一方で，津波被害により甚大な被害を受けた自治体では，学校の復興やまちづく
りに関する専門家やノウハウの不足が指摘されていました。 
 
国立教育政策研究所では，このような状況に鑑み，学校やまちづくりの専門家を被災

自治体に派遣するなど学校の復興とまちづくりに関する取組を支援するとともに，津波
被害を受け学校施設の移転等を検討している学校の実態調査を行い，そこから得た知見
を他の自治体等へ情報発信するため，日本建築学会，日本都市計画学会，日本都市計画
家協会の協力を得るとともに，農林水産省，国土交通省及び文部科学省からオブザーバ
ーの参加を得て，平成 24年２月６日に「学校の復興とまちづくりに関する調査研究」研
究会を設置しました。 
 
本研究会では，東日本大震災の津波被害を受け学校施設の移転等を検討している 53校

の公立学校を対象に移転計画等などの復興プロセスに関する実態を把握するためのアン
ケート調査，更に学校施設の移転先等が決定している五つの学校のヒアリング調査を行
うとともに，津波被害を受け学校施設の移転を計画している石巻市からの要請に基づき，
二つの学校の基本構想を取りまとめるために学校とまちづくりの専門家の派遣を行い，
そこから得られた知見から「学校再開までの課題と対応策」と「学校の復興とまちづく
りの課題と対応策」を検証し，このほど「東日本大震災の津波被害からの学校施設の復
興プロセスの記録と検証」として，報告書を取りまとめました。 
 
なお，本研究会委員に共通して，「いまだ津波で壊滅的な被害を受けた地域は復興の

過程にあるため，各委員の専門的な知見をできる限り伝え復興の一助としたい。」との
思いがあり，その思いを本報告書の附帯資料として収めています。 
本報告書が被災自治体の復興と今後津波が想定されている地域の備えの一助となるこ

とを期待します。 
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１． 調査研究の背景 

 

(１) 公立学校施設の被害状況 

東日本大震災では，地震及び津波により全国の公立学校で 6,484校の施設が被害を

受けた。このうち，平成 25年 11 月末現在，公立学校施設の災害復旧事業として国庫

補助申請予定の学校※が 2,310校となっており，2,161校（94％）が既に事業を完了し

ている。なお，事業が未完了となっている学校についても，応急仮設校舎や他の学校

等での間借りにより教育活動は再開している。 

また，津波被害地域に所在し，地域の復興計画等と一体的な検討が必要となる学校

や避難指示区域に所在する学校等は，事業完了まで時間を要する見込みである。 

※避難指示区域に所在する学校等は除く 

（資料提供：文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室） 

 

(２) 学校の復興とまちづくりに関する国（３省連携の取組）の方策 

文部科学省と農林水産省，国土交通省が連携し，被災自治体の取組を総合的に支援

していく施策として「学校の復興とまちづくり」を平成 23年 12月６日に公表した。 

「学校の復興とまちづくり」では，次の観点から，３省の施策を組み合わせて被災

地の復興を総合的に推進することとしている。（参考資料編 p62参照） 

1. 学校を含む被災地全体の移転，嵩上げによる安全・安心な立地の確保 

2. 学校施設と公益的施設とを複合化することにより，生涯学習や防災機能等の

地域コミュニティの拠点の形成 

3. 地域の実情に応じた防災機能・エコ対策の強化 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 ３省連携による「学校の復興とまちづくり」のイメージ 

   （資料提供：文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室） 

 

(３) 学校の復興とまちづくりに関する取組への支援体制等の構築 

津波被害により甚大な被害を受けた自治体では，学校の復興やまちづくりに関する
専門家やノウハウの不足が指摘されていた。 

このような状況に鑑み，国立教育政策研究所では，津波被害を受けた学校の実態を

把握し，課題や対応策等を検討するとともに，津波被害により学校施設の移転等を計

画している被災自治体の取組を支援するため，学校やまちづくりの専門家を被災自治

体に派遣できる体制を整えた。（参考資料編 p18参照） 

エコ対策の推進

避難路の整備

太陽光発電
の設置

備蓄倉庫
の設置

【復興のイメージ】

移転

農山漁村交流施設

学校

公園

公民館

地域コミュニティの拠点形成

安心・安全な立地の確保

防災対策の推進
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２． 津波被害による学校施設の移転計画等に関する調査 

 

東日本大震災の津波被害を受け学校施設の移転等を検討している 53校の公立学校を

対象として，被害状況や学校再開の状況，再建計画策定などの復興プロセスに関する実

態を把握するため，アンケート調査を実施した。更にこのアンケート調査により移転計

画等が決定していることが分かった五つの学校のヒアリング調査を実施した。 

なお，このアンケート調査は，震災後，初めての授業再開時点から平成 25年 1 学期時

点の状況を調査したものである。 

 

(１) アンケート調査（平成 25年５月実施） 

津波被害を受け学校施設の移転等を計画している公立学校（53校）を対象として，

被害状況や学校再開の状況，再建のプロセス等についてアンケート調査を実施した。 

 

【アンケート項目】（参考資料編 p20～43参照） 

津波による被害状況，震災後初めての学校再開及び平成 25年１学期の授業等の状

況，再建計画等の内容及び決定プロセス，検討体制，進捗状況など 

 

(２) ヒアリング調査（平成 25年８月６日～22 日） 

具体的に学校施設の移転先等が決まっている五つの事例を対象に学校設置者及び
まちづくり担当部局に対して，ヒアリング調査を実施した。 
 

【ヒアリング対象事例】（参考資料編 p44～58参照） 

事例調査１ 複数の地区を集約して高台に移転する計画 

事例調査２ 高台の公共施設等の集積地区に移転する計画 

事例調査３ 近隣の小学校に併設して被災した中学校を移転する計画 

事例調査４ 津波に対する多重防御を行い現地再建する計画 

事例調査５ 土地区画整理事業区域内に小中一貫教育校として移転する計画 

 

 

３． 学校再開や学校施設の再建計画に関する検証 

 

津波被害を受け学校施設の移転等を計画している公立学校に対する実態調査の結果を
基に，学校再開や移転計画等に関する対応状況などについて整理した。 

 

(１) 移転等を計画している学校施設の被害について 

津波被害を受け移転等を計画している公立学校においては，校舎，体育館，校庭の

いずれかが浸水しており，このうち校舎の２階床上以上に浸水した学校が約５割とな

っており，甚大な被害を受けている。 

 

１） 校舎の浸水状況 

 １階床上以上に浸水した学校 53 校 
２階床上以上に浸水した学校         28校 
１階床上以上，２階床下以下に浸水した学校  25校 

２） 体育館の浸水状況 

 床上以上に浸水した学校   49 校 

３） 校庭（主にグラウンド）の浸水状況 

 浸水した学校        53 校 
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(２) 学校再開時の対応について 

 

【校舎】 
○震災後，初めての授業再開は，他校に間借りして対応した学校が多くあったが，応

急仮設校舎の整備や学校の統廃合が行われた結果，他校に間借りしている学校は減
少している。 

○他校に間借りしている学校については，スペースが狭隘（少ない），特別教室等の
使用に時間的制約があるなどの課題があるが，学校間で連絡・調整を密に行うなど
の工夫により対応している。 

○応急仮設校舎については，音の反響，室温調整，スペースが狭隘（収納スペース不
足等）などの課題があるが，床にカーペットを敷く，スペースの狭さを補うため電
子黒板を導入するなどの工夫により対応している。 

 
【運動スペース】 

○震災後，当初は屋内運動場が避難所となり使用できなかった学校や，屋外運動スペ

ースが仮設住宅の用地になり使用できない学校があったが，他校との共用や市民運

動場の活用，仮設グラウンドの整備等により運動スペースを確保している。 

 

１） 再開場所の選定 

 授業を再開するための施設や場所については，屋内スペースの広さ（40 校），

通学の条件（34校），津波に対する安全対策（25校）を考慮して選定されて

いる。 

 また，通学条件の検討においては，通学路の津波に対する安全対策，通学路の

交通安全，通学の距離・時間を考慮して選定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 初めての授業再開時（平成２３年度）の施設や場所の選定にはどのようなことを考慮しましたか

40

4

25

34

23

23

23

22

0 10 20 30 40 50 60

1 屋内スペースの広さ

（間借りなどの場合）

2 敷地の広さ

（応急仮設校舎整備などの場合）

3 津波に対する安全対策

（立地などの環境面）

4 通学の条件

4-1 通学経路の津波

に対する安全対策

4-2 通学経路の交通安全

4-3 通学経路の距離

4-4 通学の所要時間
n=53（複数回答）
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２） 校舎の確保 

 移転等を計画している学校のうち，震災後，初めての授業再開を他校に間借り

して対応した学校が約８割（43校）あったが，応急仮設校舎の整備や学校の統

廃合により，平成 25 年１学期には約３割（18校）となっている。 

 他校に間借りしている学校においては，使用できるスペースが狭い（少ない）

ことや特別教室等の使用に時間的制約があること，通学に時間がかかることが

課題として挙げられた。 

 他校に間借りするに当たっては，授業を円滑に行うため，間借り先の学校との

連絡・調整を密に行うなどの対応が行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 応急仮設校舎 

 応急仮設校舎では，教室内で音が反響する，上階の音が響くなど音に関する課

題が多く，その他に教室の室温調整やスペースの狭隘（収納スペース不足等）

が課題として挙げられた。応急仮設校舎の使用に当たっては，床にカーペット

を敷く，椅子の脚にテニスボールを付けるなどの音対策や，スペースの狭さを

補うため電子黒板を導入するなどの工夫がされている。 

  

43

3

3

6

0 10 20 30 40 50 60

1 他校に間借り

2 他校の敷地内に応急仮設校舎を整備

3 廃校施設を使用

4 その他

問 初めての授業再開時（平成２３年度）の教室等の場所はどこでしたか

問 現在（平成２５年１学期）の教室等の場所はどこですか

18

9

1

15

16

0 10 20 30 40 50 60

1 他校に間借り

2 他校の敷地内に応急仮設校舎を整備

3 廃校施設を使用

4 他校と統合した

5 その他

n=53（複数回答）

n=53（複数回答）

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 運動スペースの確保 

 屋内の運動スペースは，震災後初めての授業再開時に何らかの屋内運動スペー
スが確保できた学校が 40校，全く確保できなかった学校が 13 校であったが，
平成 25 年１学期には全ての学校で何らかの屋内運動スペースが確保できてい
る。 

 屋外運動スペースは，震災後初めての授業再開時に何らかの屋外運動スペース
が確保できた学校が 40校，全く確保できなかった学校が 13校であったが，平
成 25 年１学期には全ての学校で何らかの屋外の運動スペースが確保できてい
る。 

 運動スペースの確保については，他校との共用や市民運動場の活用，仮設グラ
ウンドの整備等により対応しているが，スペースの広さなどが課題として挙げ
られた。 

 

５） その他 

 通学手段の確保として，震災後初めての授業再開時に新たにスクールバスを導
入した学校は 26校あった。 

 スクールバスの運行が困難な場合，通学費を補助している学校もあった。 
 ヒアリング調査では，児童・生徒の避難先が分散しているため複数ルートの運

行が必要である，スクールバスの送迎時間があるため部活等に時間的制約があ
るなどの課題が挙げられた。 

 

(３) 再建計画に関する対応について 

 

○学校施設の再建計画等の検討に当たっては，多くの学校において，まちづくり担当
部局との連携が図られている。また，地域住民の意向を取り入れるため，アンケー
ト調査や検討会等を設置している学校も多い。 

○移転を計画しているほとんどの学校で再建計画等が決定されており，地域の防災拠
点としての整備や他の施設との複合化や併設を検討している学校もある。また，学
校を地域の核と位置付け，まちづくりと一体的に再建計画等を進めている学校もあ
る。 

○学校施設を移転整備するための課題としては，用地交渉・取得に関することが多く，

土地価格の乖離等により地権者の合意が得られないこと，地権者が複数いて手続に

時間を要すること等が課題として挙げられた。 

  

問 応急仮設校舎を使用している場合にはどのような課題がありますか

7

10

15

15

9

9

0 5 10 15 20

1 教室が狭い

2 教室の室温調整がしづらい

3 上階の音が下階に響く

4 廊下や隣の教室の音が聞こえる

5 教室内で声や音が反響する

6 その他 n=20（複数回答）
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１） 学校施設の再建計画とまちづくり 

① 学校施設の再建計画の検討状況 

 アンケート調査時点の学校施設の再建計画の検討状況は，移転を検討している

学校が 38校，現地で改築等を検討している学校が２校，統合先の校舎利用を

検討している学校が４校，既に統合先や既存校舎を復旧して再建した学校が５

校，方針が決定していない学校が４校となっている。 

 既に統合先や既存校舎を復旧して再建した学校を除く 48 校では，移転計画や

統合のほか，小中一貫教育校や小中併設校とすることを検討している学校が

13校あった。 

② 学校施設の再建計画とまちづくり計画との連携体制 

 学校施設の再建計画の検討に当たっては，まちづくり計画の検討組織に教育委
員会が参加することや関係部局と教育委員会が個別に協議するなど，津波被害
を受けて移転等を検討している全ての学校（53 校）においてまちづくり計画
との連携体制が構築されている。 

 また，復興担当部局が学校の配置等も含めてまちづくり計画を作成している学
校が 11校あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 関係者の意向調査及び検討会等の実施状況 

 学校施設の再建計画等を決定する際に地域住民等に対して意向調査アンケー
トを実施した学校は 19校となっている。 

 学校再建に関する検討会等を設置し検討した学校は 23校あり，検討会等には，
地域住民の代表や保護者，学識経験者等が参加して検討が行われている。 

 また，まちづくり部局と学校設置者が連携して，学校の再建を含めたまちづく
りに関するアンケート調査を行っている事例もあった。 

 ヒアリング調査では，住民の意向を正確に把握するため，アンケート調査の結
果を検証し，対象者を広げて再調査を行うなど工夫している事例がみられた。  

問 学校施設の計画とまちづくり計画との連携をどのような体制で行っていますか

20

6

28

11

6

0 10 20 30 40 50 60

1 まちづくり計画の検討組織の構成員として

教育委員会も参加している

2 まちづくり計画の検討において必要なとき

のみ教育委員会が参加している

3 学校施設の復旧等においては教育委員会

が関係部局と個別に協議している

4 復興担当部局が学校の配置等も含め

まちづくり計画を作成している

5 その他
n=48（複数回答）

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 他の施設との複合化や併設の検討 

 地域の防災拠点として防災機能強化を計画している学校が 20 校あり，保育所
や放課後児童クラブ，地域連携スペース等の施設との複合化や併設を計画して
いる学校が５校あった。 

 ヒアリング調査では，学校や地域を維持していく方策として，魅力ある学校づ
くりを目指すとしている事例が多くみられた。その柱として小中一貫教育校や
小中併設校，保育所等との連携，地域コミュニティの拠点機能を整備するなど
特色ある学校づくりが計画されている。 

 

  

問 学校施設の再建方針決定等において地域住民の意見をどのように取り入れていますか

（又は取り入れる予定ですか）

19

6

17

8

9

23

20

23

20

14

14

4

20

4

0

0

4

10

0 10 20 30 40 50 60

1 地域住民等に対して意向調査

アンケートを実施

1-1 地域住民全てを対象に実施

1 地域住民等に対して意向調査

アンケートを実施

1-1 地域住民全てを対象に実施

1-2 児童生徒の保護者を対象に実施

1-3 学校の教職員を対象に実施

1-4 その他（具体的に記述）

1 学校再建に関する検討会等で議論

2-1 地域住民の代表

2-2 児童生徒の保護者

2-3 学校の教職員

2-4 学識経験者

2-5 教育委員会の職員

2-6 その他（肩書き等を記述）

4-2 被災前から統合や再編計画が

あり相手校や統合時期が決ま

っている

4-1 被災前から移転計画があり場所

も決まっているため

4 地域住民等へのアンケートや検討会での

議論は行っていない，又は行う予定がない

3 学校の再建を含む地域全体の復興に関する

検討会等で議論

4-3 教育委員会と関係部局等で移転

先の検討を行っているため

5 その他 n=48（複数回答）
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問 移転先の用地交渉はどのように（どの部署が）行いましたか

9

14

4

5

10

0 10 20 30 40 50 60

1 教育委員会の担当職員が行った

2 復興担当や都市整備担当等と教育委員会

が協力して行った

3 復興担当等の教育委員会以外の部署に

用地交渉を依頼した

4 都道府県の土地公社やＵＲ等の外部機関

に用地交渉を委託した

5 その他

問 移転先の用地取得はどの程度進んでいますか

12

1

5

6

14

0 10 20 30 40 50 60

1 用地交渉は全て完了している

2 概ね用地交渉が完了している

（交渉済み面積が８割を超えている）

3 用地交渉が半分程度完了している

（交渉済み面積が２割を超え，８割以下）

4 用地交渉を始めたところ

（交渉済み面積が２割以下）

5 まだ用地交渉等の手続きには着手していない

n=38（複数回答）

n=38

２） 学校施設の移転計画等の進捗 

① 移転場所の決定状況 

 アンケート調査時点で移転先の用地が範囲も含め決定している学校が 13 校，
移転先は決定しているが範囲が決定していない学校が 19 校，移転候補地はあ
るが決定していない学校が６校となっている。また，学校施設の移転を集団防
災移転事業と一体で計画している学校が３校，土地区画整理事業と一体で計画
している学校が８校となっている。 

 ヒアリング調査により，早期に災害公営住宅と学校の再建を行うため，大規模

な造成を伴う土地区画整理事業と切り離して進めている事例がみられた。 

② 用地交渉，取得の状況 

 用地交渉については，教育委員会が行った学校が８校，復興部局と教育委員会
が協力して行った学校が 14 校，復興担当部局や独立行政法人都市再生機構等
の教育委員会以外に用地交渉を依頼した学校が 10 校となっており，関係部局
と連携して交渉を行っている学校が多い。 

 アンケート調査時点で用地交渉が全て完了している学校が 12校あった。 
 学校施設を移転整備するための課題として，用地交渉や取得に関することが多

く挙げられた。具体的には，土地価格の乖離等により地権者の合意が得られな
いことや地権者が複数いるため手続に時間を要することなどが課題として挙
げられた。 
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渡波中学校建設に関する体制図

検討委員会
【所掌】
○ 基本構想案の検討
○ 報告書の作成

【委員構成】
保護者代表、学校教職員、地域

住民代表、学識経験者等

検討委員会事務局（学校施設整備室）

教育委員会
○ 検討委員会の設置
○ 基本構想の決定

市役所関係部局

○ 担当施策との調整等

【関係課】
震災復興部、渡波支所

委員会運営

委員委嘱 検討結果報告

オブザーバー参加

意見調整等

地域住民

住民代表の参画

説明会等の開催

土地区画整理事業（用地造成） 設計業者（基本計画・校舎等基本設計・実施設計）
相互に連携

業務委託（プロポーザル方式による発注）

業務委託（プロポーザル方式による発注）

雄勝地区統合小・中学校建設に関する体制図

検討委員会
【所掌】
○ 基本構想案の検討
○ 報告書の作成

【委員構成】
保護者代表、学校教職員、地域

住民代表、学識経験者等

検討委員会事務局（学校施設整備室）

教育委員会
○ 検討委員会の設置
○ 基本構想の決定

市役所関係部局

○ 担当施策との調整等

【関係課】
震災復興部、雄勝総合支所

委員会運営

委員委嘱 検討結果報告

オブザーバー参加

意見調整等

地域住民

住民代表の参画

説明会の開催

設計業者（用地造成） 設計業者（基本計画・校舎等基本設計・実施設計）
相互に連携

４． 学校施設の移転を計画している自治体への専門家派遣 

 

(１) 石巻市からの支援依頼について 

本研究会では，石巻市からの要請に基づき，平成 25年中に二つの学校の基本構想

を取りまとめるため，学校とまちづくりの専門家を派遣する支援を行った。 

 

１） 石巻の学校再建計画と検討体制について 

 東日本大震災により被災した学校施設は，「石巻市立学校施設災害復旧整備計

画」（平成 24年３月策定）に基づき復旧整備を行っている。 

 同計画に基づき，津波被害により移転整備が必要となった学校のうち，平成 25

年度に二つの学校（渡波中学校及び雄勝地区の小・中学校）の基本構想をまと

めることとした。 

 

【渡波中学校】 

  平成 28 年度末までに内陸部への移転整備を計画 

【雄勝地区統合小・中学校】 

地区内の３小学校と２中学校を小中併設校として移転整備を計画 

 

 基本構想の検討に当たり，石巻市では保護者代表・住民組織代表・学識経験者・

学校教職員等を委員とする建設基本構想検討委員会（以下，「検討委員会」と

言う。）を設置し，新しい学校の整備について協議を行うこととした。 

 

【渡波中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雄勝地区統合小・中学校】 

 

 

 

  

 

  

区　　　分

保護者代表 父母教師会 ４人

地域の有識者 地区連合会等 ３人

学識経験者
国立教育政策研究所
「学校の復興とまちづくりに関する
調査研究」研究会

２人

学校関係者 校長、教頭、事務長 ３人

教育長が認める者 保育所の保護者会 ２人

所　　属　・　人　　数

区　　　分

保護者代表 父母教師会 ４人

地域の有識者 地区会等 ３人

学識経験者
国立教育政策研究所
「学校の復興とまちづくりに関する
調査研究」研究会

２人

学校関係者 校長 ４人

教育長が認める者 未就学児の親 １人

所　　属　・　人　　数
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２） 石巻市からの要請について 

 石巻市から，学校施設を移転する学校の基本構想を検討するに当たり，まちづ

くりの計画を踏まえつつ，学校施設の規模や機能，内容等について，学校建築

と復興まちづくりのそれぞれの観点からのアドバイス及び技術的な支援を求

められた。 

 本研究会では，石巻市からの要請に応じて学校建築の専門家である長澤悟委員

とまちづくりの専門家である小野田泰明委員の派遣を決定した。 

 

３） スケジュール（予定）について 

 平成 25年度中に設計に着手するため，平成 25年 12月に基本構想を取りまと

めることを目指し，平成 25年６月から検討委員会が開催された。 

 

【渡波中学校】 

平成 25年度     建設基本構想策定 

平成 25～27 年度  区画整理事業 

平成 25～26 年度  建築設計 

平成 27～28 年度  建設工事 

平成 29年度     供用開始予定 

【雄勝地区統合小・中学校】 

平成 25年度    建設基本構想策定 

平成 25～26 年度  測量及び調査，用地造成設計，建築設計 

平成 26～27 年度  用地造成工事 

平成 27～28 年度  建設工事 

平成 29年度    供用開始予定 

 

(２) 石巻市への支援について 

各学校の検討委員会においては，長澤悟委員が委員長に選出され，議論の進め方

や事例を交えた学校建築やまちづくりの観点から助言を行うなど，先導的な役割を

果たし，基本構想を取りまとめた。 

 

１） 議論の進め方に関する助言 

 保護者，地域の代表者，学校関係者等からなる委員の思いを取りこぼさないこ

とが重要であるとして，策定方針や骨子を作成するなど，分かりやすい議論の

進め方に配慮することを提案し，実施された。 

 基本構想策定方針の作成 

教育方針や地域の要望などを参考にしつつ，基本構想の検討の方向性を

示す，策定方針をまとめた。 

① 基本構想の目的 

② 学校づくりのコンセプト（教育，地域，防災） 

③ 整備方針（機能性，バリアフリー，維持管理，地域のシンボル） 

④ 計画方針（コンセプト・整備方針を踏まえた学校に必要な機能） 

⑤ まちづくり計画との整合性 

⑥ 施設の規模等，スケジュール 
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 基本構想骨子の作成 

分かりやすく，思いの取りこぼしがないように議論を行い，なおかつ，

関係者全員が基本構想の全体像を確認しながら進められるよう基本構想

の骨子をまとめた。 

① 基本構想の目的 

② 上位計画との整理 

③ 地域の小中学校の現状 

④ 学校づくりのコンセプト 

⑤ 計画方針 

⑥ 必要諸室 

⑦ 建設に当たっての留意事項 

⑧ 整備計画の概要 

⑨ 事業スケジュール 

 また，委員以外の学校関係者や子供たちの関わりも重要であるとして，意見交

換会等の場を設けることを提案し，それぞれ開催された。 

 学校は教育の場であることから，教職員とどのような学校を目指し，学

校づくりを行うのか，ソフト面を含めた学校づくりへの思いなどを聞く

ための意見交換の場を設ける。 

 地域の将来を担う子供たちと学校づくりについて考えるワークショップ

を開催する。 

 その他，委員の声を取りこぼさないための環境作りを提案し，グループ討議の

場が設けられた。 

 第２回検討委員会において「目指す学校像」の審議 

 第３回検討委員会において「必要諸室」の審議 

 

２） 学校建築の観点からの助言 

 学校づくりが分かりやすくイメージできるように事例などを交えた情報提供

を行った。なお，第 1 回検討委員会では，学校づくりの議論を進めるきっかけ

となるよう，長澤悟委員による「最近の小中学校の整備事例について」をテー

マとした講演を行った。 

 地域コミュニティの参加事例 

 小中一貫教育校の整備事例 

 特色ある学校の整備事例 

 

３） 学校の復興とまちづくりの観点からの助言 

 安心して学校づくりの検討が行えるようにまちづくり計画の進捗度合いや計

画の整合性などについて，当初から石巻市復興まちづくり検討会等に参画して

いる小野田泰明委員による助言や情報提供を行った。 

 津波対策事業・住宅等移転事業・区画整理事業の内容と進捗状況等 

 他の自治体の事例等 

 

４） 設計者の選定に関する助言 

 敷地条件や学校の復興など難しい課題に対応できる設計者の選定方式を提案

し，採用された。 

 技術力を評価して決定するプロポーザル方式の提案 
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(３) 基本構想の概要 

検討委員会では，学校とまちづくりの専門家の助言などを踏まえつつ，各学校の保

護者代表・住民組織代表・学識経験者・学校教職員等による６回にわたる議論が行わ

れ，新しい学校の基本構想が取りまとめられた。 

 

１） 渡波中学校建設基本構想の概要 
（石巻市ホームページ 渡波中学校建設基本構想） 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20102000/5075/20131022170438.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】新渡波地区被災市街地復興土地区画整理事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

渡波中学校建設基本構想（案）概要
（地域と共に夢のある楽しい学校の創造を目指して）

石巻市立学校施設災害復旧整備計画

学校づくりのコンセプト 計画方針 必要諸室

基本構想（素案）の内容

建設にあたっての留意事項

・バリアフリーな施設 ・維持管理にかかる費用の低廉化 ・周辺環境との調和（新旧コミュニティや保育所等）

整備計画の概要

・被災前の渡波中学校の面積を目安
（約5,800㎡）

施設の有効活用のために必要な事項

・特色のある教育活動の具体的
な検討

・地域全体で子どもを育むための
システム作り

○ 地区の復興の象徴となる効果的な
教育環境が整備された学校

○ 伝統を未来へつなぐ、スポーツ活動
に力を入れることのできる学校

○ 地域づくりの核となる、地域に開か
れた学校

○ 災害から子どもたちと地域住民を守
る学校

○ 多様化する教育内容に対応

○ スポーツ活動に十分な施設

○ 地域住民への施設開放

○ 地域と学校が一体となった活動

・ＩＣＴ環境の整備
・調べ学習などへの対応

・多種目に対応可能な体育館
・武道場の整備

・限られたスペースを有効活
用して多くの部活動が実践
的に練習できる空間の整備

・調理や手工芸等様々な分野で
地域人材が参画した学習活動
行える空間の整備

・学校支援ボランティア等の活
動拠点となる場の整備

○ 防災に配慮した施設

・構造部材・非構造部材の耐震性
・地域住民の避難所としての整備

・図書室・ＰＣ室、
体育館、グラウ
ンド、多目的教
室等の開放

○ 生徒の安心・安全の確保

○ 地球環境問題への関心を高める
施設

○ 新市街地と調和した施設

○ 地域との協働

○ 地域の避難所

○ スポーツ活動

・体育館、防災備
蓄倉庫、トイレ
等

○ 渡波小学校は、２５年度末までに、現校舎の補修を行い現校舎を使用する。

○ 渡波中学校は、２８年度末までに、内陸部に移転新築する。

開校時期：平成２９年４月（予定）

・気軽に体力づく
り等を行えるス
ペース

・地域開放とセキュリティの両立
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２） 雄勝地区統合小・中学校建設基本構想の概要 
（石巻市ホームページ 雄勝地区統合小・中学校建設基本構想） 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20102000/5075/20131022153831.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】雄勝地区統合小・中学校建設予定地周辺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

雄勝地区統合小・中学校建設基本構想（案）概要
（プロジェクト雄勝 未来へ希望の宝箱）

石巻市立学校施設災害復旧整備計画

学校づくりのコンセプト 計画方針 必要諸室

基本構想（素案）の内容

建設にあたっての留意事項

・バリアフリーな施設 ・維持管理にかかる費用の低廉化 ・診療所、保育所、高齢者福祉施設を意識した施設

整備計画の概要（合理的・コンパクト）

・大須小の面積を一つの目安（約3,000㎡）

施設の有効活用のために必要な事項

・小規模校の特性を活かした教育
活動の具体的な検討

・地域全体で子どもを育むためのシステ
ムづくり

○ 地区の復興の象徴となる効果的な
教育環境が整備された学校

○ 小規模校の利点を活かした、小中連
携のモデルとなる学校

○ 地域の歴史や文化、自然環境を大
切にし、学校と地域が協力してともに
歩んでいく学校

○ 災害から子どもたちと地域住民を守
る学校

○ 多様化する教育内容に対応

○ 義務教育９年間を見通した教育

○ 地域住民への施設開放

○ 地域ぐるみで子どもを育む

・ＩＣＴ環境の整備
・調べ学習などへの対応

・異学年交流が可能な教室配置
・職員室等の共用

・地域の人とともに児童生徒が
神楽や太鼓、雄勝の自然を学
べる空間の整備

・学校支援ボランティア等の活
動拠点となる場の整備

○ 防災に配慮した施設

・構造部材・非構造部材の耐震性
・地域住民の避難所としての整備
・宿泊が可能な和室の整備

・図書室・ＰＣ室、
体育館、グラウ
ンド、多目的教
室等の開放

○ 児童生徒の安心・安全の確保

○ 地球環境問題への関心を高める
施設

○ 周辺環境との調和

○ 異学年交流

○ 教員連携

○ 地域との協働

・多目的室、図書
室・ＰＣ室等

・職員室、会議室

○ 雄勝小学校と船越小学校は、２５年４月に雄勝小学校として統合する。

○ 統合した雄勝小学校と雄勝中学校は、大浜地区に小中併設校として新設する。

○ 小中併設校の開校時に、大須小学校・大須中学校をそれぞれ統合する。

開校時期：平成２９年４月（予定）
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３） 建設基本構想検討委員会の開催経緯一覧表 
（石巻市ホームページ 渡波中学校建設基本構想検討委員会） 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20102000/5075/20131022170438.html 
（石巻市ホームページ 統合雄勝小中学校建設基本構想検討委員会） 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/20102000/5075/20131022153831.html 

 

 

会議 
開催日 内容 

第１回 平成 25年６月９日 

・委員長及び副委員長選出 

・基本構想検討体制及びスケジュール 

・学校の現状について 

・基本構想策定方針（案）について 

第２回 平成 25年７月８・９日 
・基本構想策定方針（案）について 

  グループ討議 

第３回 平成 25年８月７・８日 

・基本構想策定方針について 

・必要諸室について 

  グループ討議 

意見交換会 平成 25年９月２・３日 ・学校教職員を対象とした意見交換会 

第４回 
平成 25年９月 30日 

・10月１日 

・基本構想骨子（案）について 

・必要諸室の検討 

意見交換会 平成 25年 10 月５・14日 
・小中学校児童生徒を対象とした意見交換会 

（ワークショップ） 

第５回 平成 25年 11 月９・10日 
・意見交換会の報告 

・基本構想（素案）について 

保護者等 

説明会 
平成 25年 11 月 27・29日 

・基本構想（素案）の説明 

  質疑応答 

第６回 平成 25年 12 月 13・14日 

・基本構想（素案）保護者等説明会について 

・基本構想（案）について 

  取りまとめ 

教育長報告 平成 25年 12 月 24日 
・長澤悟基本構想検討委員会委員長より基本構

想（案）を報告 

教育委員会 

審議 
平成 25年 12 月 26日 ・基本構想（案）の審議・決定 
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５． これまで明らかになった課題と対応策 

 

東日本大震災の津波被害からの復興は，被災地域の立地条件や人的・物的な被害状況

などの違いがあり，一様に扱うことはできないが，ここでは，東日本大震災の津波被害

を受け学校施設の移転等を検討している 53 校の公立学校を対象としたアンケート調査

や更にこのアンケート調査により移転計画等が決定していることが分かった五つの学校

に行ったヒアリング調査及び石巻市からの要請に基づき行った学校とまちづくりの専門

家派遣などにより得られた知見から，学校の復興とまちづくりに関する取組を行う際の

主な課題と対応策について整理した。 

 

(１) 学校再開時の課題と対応策 

 

１） 学校の応急的な再開場所の選定について 

 津波被害が沿岸部の広範囲に及んだことや，平地の少ないリアス海岸に所在する

地域もあり，応急的な学校施設や住宅を設置する安全でまとまった場所を確保す

ることが困難であった。そのため，仮設住宅等と学校の再開場所が離れている地

域や仮設住宅等が広域に分散している地域があり，児童生徒の通学手段の確保が

課題となった。 

 今回の調査等により，学校の再開場所の選定には，屋内スペースの広さのほか，

通学の条件が考慮されていることなどから，仮設住宅等の設置場所の選定を担当

する部署と連携する必要があることが明らかになった。このことを踏まえ，大規

模な津波被害が想定されている地域においては，今後の災害に備え，防災担当部

局や住宅担当部局と学校設置者が連携して，早期に応急的な学校施設や仮設住宅

の用地等を確保できるよう事前の検討を行っておくことが重要である。 

 

２） 応急的な学校施設について 

 津波被害により甚大な被害を受けた学校は，他校に間借りや応急仮設校舎の整備

などにより対応されている。特に応急仮設校舎では，音や温湿度の調整などの室

内環境が課題となった。 

 なお，学校施設の移転等には，今後まだ時間を要する状況にあり，長期にわたる

他校における間借りや応急仮設校舎での教育活動が続くことが課題となってい

る。 

 今回の調査等により，津波被害からの学校の再建には，長い時間を要することが

明らかになった。このことを踏まえ，学校設置者は，今後の災害に備え，応急的

に学校を再開するための事前の検討を行っておくことが重要である。 

 具体的には，応急仮設校舎の整備に当たっては，音や温湿度等について適切な教

育環境が確保されるよう事前に検討することが必要である。 
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(２) 学校の復興とまちづくりの課題と対応策 

 

１） 学校とまちづくりの関係について 

 津波により甚大な被害を受け，学校施設の移転等が必要となった地域の再建に当

たり，「学校の再建によって生活の再建場所を判断する」などの保護者や地域住

民等の意見を受けて，学校とまちづくりの担当部局が連携して，復興計画を進め

ている事例がみられた。 

 なお，復興の進め方は，被災状況や立地条件等の違いがあり，一様に扱うことは

できないが，従来の学校とまちづくり担当の体制ではなく，震災復興として改め

て体制を整えて取り組んでいる自治体もみられた。 

 また，学校設置者が強いリーダーシップを取り，現地でどのような被害があり，

それに対して安全対策は何が必要か，どうすれば早く再建できるかを考え，地域

住民などの関係者への意向調査等や復興計画の策定をまちづくり部局と協力し

て行うなど，迅速に復興事業が進められた事例がみられた。 

 今回の調査等により，多くの地域において，地域コミュニティを維持するために

は，将来の担い手を育てる学校が不可欠であると位置づけられていることが明ら

かになった。このことを踏まえ，大規模な津波被害が想定されている地域におい

ては，今後の災害に備えて防災担当部局やまちづくり担当部局等と学校設置者が

これまで以上に連携を強化して，事前に防災計画の検討等を行うことが重要であ

る。 

 

２） 学校とまちの移転計画について 

 学校を含めた移転計画については，移転用地の確保や土地区画整理事業に時間を

要することが課題となっている。 

 なお，住民が地域に残り地域コミュニティの再建を行うためには，早期に住宅と

学校の復興が必要であると判断し，災害復興住宅と学校の用地を土地区画整理事

業と切り離して進めている事例がみられた。 

 また，学校や地域を再生するための方策として，魅力ある学校づくりを目指して

いる事例が多くみられ，具体的な方針として，小中一貫教育校や小中併設校，保

育所との連携や防災拠点としての機能強化，地域開放するための機能の整備など

特色ある学校づくりの取組が行われている。 

 今回の調査等により，学校の復興を地域コミュニティの再生のきっかけとする取

組などが行われていることが明らかになった。このことを踏まえ，まちづくり担

当部局と学校関係者が連携して，魅力ある教育の場の整備に加え，地域コミュニ

ティの拠点としての学校施設の整備を図っていく必要がある。 
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３） 専門家の参画と学校施設づくりのプロセスについて 

 津波被災により学校施設の移転を行う学校においては，単なる復旧ではなく，ま

ちづくりとも連携した，多様なニーズに対応した新たな学校像の実現が求められ

ている。そのためには，初期の段階から専門的な知見を活用することが有効であ

るが，学校設置者に十分な専門知識を有する職員の配置は少なく，今回の調査に

より，復興計画段階において，学校建築やまちづくりの専門家が参画している事

例も必ずしも多くないという実態が明らかになっている。 

 本研究会で専門家派遣支援を実施した石巻市の事例では，学校の基本構想検討段

階において，学校建築やまちづくりの専門家が参画することにより，広く関係者

の意向を反映した丁寧な学校施設づくりのプロセスの導入が実現した。 

 学校の復興は迅速に進められなければならないが，今後半世紀以上にわたって地

域の核ともなる学校施設づくりを検討する際に，専門家の知見を活用すること

や，地域住民を含む関係者の参加を保障するプロセスの導入に配慮することも重

要である。 

 

４） 域内の学校施設全体の中長期的な整備方針の検討について 

 今回の調査により，学校施設の移転等を計画している多くの学校において，学校

の統合や小中一貫教育校等への移行など，学校の在り方自体の見直しが検討され

ていることが明らかになった。今回の被災を契機に新たに統合が進められた学校

においては，学校の在り方に関する意思決定に時間を必要とする事例が見られ

た。一方で，被災前から，地域全体の学校整備計画の検討が進められ，ある程度

関係者間のコミュニケーションが図られていた地域においては，比較的計画が円

滑に進められている事例があった。 

 学校施設が抱える多くの課題に的確に対応するため，各自治体が，域内の学校施

設全体の中長期的な整備方針を策定しておくことは，基本的な整備条件を事前に

整理することができることから，迅速な復興整備の視点からも有効であると考え

られる。 
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